
 
 令和３年度 第１回豊明市障害者地域自立支援協議会 次第 
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午後１時３０分～午後３時 

豊明市役所 本館３階 会議室ＡＢ 

 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 議事 

 

（１） 虐待防止について 資料１ 

 

（２） 地域課題について 資料２ 

 

（３） 地域生活支援拠点について 資料３ 

 

（４） 重層的支援体制について 資料４  

 

  （５） 事業所紹介動画について 資料５ 

 

  （６） 児童発達支援センターについて 資料６ 
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令和 3 年度虐待防止 PT について 
 
１ 目 的   豊明市のすべての福祉関係者が、障がい者虐待についての正しい理解と

知識を有すること、また、虐待や虐待の疑いがある場合に速やかに通報でき
る環境を各福祉事業所で整えていくことについて、コアメンバーによる検
討を重ね、福祉関係者へ周知をし、実践できる仕組みづくりをしていくこと
を目的とする。 

２ 内 容    
（１）会議等の実施 
   第 1 回 PT 会議 
    ⽇    時 令和 3 年 7 ⽉ 9 ⽇（⾦）１３時〜１４時 
    出  席  者 ６名 
    内    容 ①虐待防止 PT の立上げの経緯と目的について。 
           ②豊明市の虐待通報件数等、現状について。 
           ③市内福祉サービス事業所を対象に、「虐待防止・権利擁護につい

て」アンケートの作成。 
    
   第２回 PT 会議  
    ⽇    時 令和３年８⽉２⽇（⽉）１３時３０分〜１４時３０分 
    出  席  者 ８名 
    内    容 ①市内福祉サービス事業所対象「虐待防止・権利擁護について」 

アンケート結果分析。 
           ②市内福祉サービス事業所管理者・サービス管理責任者向けの「虐

待防止・権利擁護について」の研修会の実施に向けて。 
 
   第３回 PT 会議 
    ⽇    時 令和３年９⽉６⽇（⽉）１３時３０分〜１４時３０分 
    出  席  者 ６名 
    内    容 ①市内福祉サービス事業所管理者・サービス管理責任者向けの「虐

待防止・権利擁護について」の研修会実施目的の確認。 
 
３ 会議等の検討より 
（１）必要な取り組みについて 
 ①豊明市内の福祉サービス事業所の「虐待防止・権利擁護」についての取り組み状況等の 

把握を行うため、アンケートを実施した。 
 ②アンケート結果より、市内福祉サービス事業所ごとに取り組みの状況には違いがある
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が見えてきた。事業所ごとで研修の実施にばらつきがあることが分かった。そのため、
虐待防止 PT として、市内事業所の意識のレベルアップを図ることを目的とし、今年
度、管理者・サービス管理責任者向けの研修を実施することとした。 

 
４ 今後の取り組み 
（１）研修会の実施 
    ⽇    時 令和３年１０⽉２０⽇（⽔）１０時００分〜１１時３０分 
    場    所 豊明市総合福祉会館 ３階 大会議室 
    内    容 「福祉サービス事業所管理者・サービス管理責任者向け障がい者虐

待防止・権利擁護について」 
 講    師 尾張東部圏域アドバイザー 大谷真弘氏 

 （２）会議等の実施 
    毎⽉１回 PT 会議の実施 
  
     



２　地域課題として抽出したケースについて

課題項目

内　　容

③-3 困難事例の抽出（多問題世帯・複数の関係機関が関わっている・虐
待の疑いがある等）

相談ケースの中の傾向として、多問題、多障がいを抱えてい
るケースが増加している。

③-1 困難事例の抽出（既存のｻｰﾋﾞｽ・社会資源では解決できない）

相談ケースの中の傾向として、市内の事業所では受け皿がな
くなってきていること。

③-1 困難事例の抽出（既存のｻｰﾋﾞｽ・社会資源では解決できない）

外国籍の方の相談ケースが増加傾向にある。外国語の通訳が
できる方が不足している。そのために、適切なサービスにつ
ながっていかない。

・令和４年
度に向けて
検討を。

3 全般
・外国語の通訳の不足。
・民間の方と専門職のつなが
り不足。

・地域の外国籍の方のネット
ワークとつながりづくりを行
う。
・国際交流協会との連携を図
る。

・令和４年
度に向けて
検討を。

2 全般
・福祉事業所の担い手不足。
・ヘルパーサービス事業所の
不足。

・現状の調査把握を行う。
・福祉職フェアのようなイベン
ト等の実施する。

・令和４年
度に向けて
検討を。

1 全般

・関係機関との情報共有と連
携方法について考えることが
必要。
・子どもがいる家庭の連携に
ついて。

・重層的な支援体制の構築が必
要。「子育てコンシェルジュ」
のような立場の方を配置した
り、方法を検討する。

令和３年６月相談支援事業所ヒアリング　相談内容報告書より「地域課題」の抽出

1　地域課題について

　・個別ケースから抽出された困難特殊事例に対し、個別ケース課題としての対応が必要なものか、他のケースへも共通し地域課題とし　　て取り組
むべきものか整理をし、事務局会議にて素案を作成する。その後、運営会議にて地域課題の素案に対し助言を行い、課題の処遇の決定をしていく。取
り組むのであれば、スケジュールを立てプロジェクトチーム等を立ち上げ、活動をしていく。

No.
障害
種別

問題点
（地域課題）

改善事項
（問題解決の流れ）

改善目標の
時期

資料２



③-1 困難事例の抽出（既存のｻｰﾋﾞｽ・社会資源では解決できない）

外国籍で障がいのある子どもたちへの支援では、一般校では
対応が難しい場合がある。

③-1 困難事例の抽出（既存のｻｰﾋﾞｽ・社会資源では解決できない）

災害時の障がいのある方たちへの支援について。例えば、電
力が必要な場合、優先的に使わせてもらえるのか。地域の理
解はどうか等。

③-1 困難事例の抽出（既存のｻｰﾋﾞｽ・社会資源では解決できない）

保育所等訪問の必要性のある方がいるが、サービスがないの
で対応できない。

③-3 困難事例の抽出（多問題世帯・複数の関係機関が関わっている・虐
待の疑いがある等）

事業所として虐待についての研修等なく、職員として虐待防
止法等についての知る機会がない、情報がない。

④ 相談員が対応に困ったケース

高卒認定について、利用者より質問があったこと。

・令和３年
度よりPTを
立ち上げ取
り組みを開
始。

8 全般
・専門外の情報収集の方法に
ついて。

・それぞれの情報を共有するア
イテムづくりを行う。

・令和４年
度に向けて
検討を。

7 全般
・福祉従業者の情報を得るた
めの機会の少なさ。

・基幹として、市内で参加しや
すい研修を実施する。

・令和４年
度に向けて
検討を。

6 子ども
・サービスが必要な方がサー
ビスを受けられない。

・市内で必要とする方がどの程
度いるかの把握を行う。
・サービスを提供できる事業所
の把握を行う。

・令和４年
度に向けて
検討を。

5 全般

・災害時の機材の確保状況等
の情報不足。
・本人、関係者での情報の共
有不足。
・地域との連携不足。

・平常時から連携できる仕組み
づくり。
・各地域の情報の収集や具体的
な被災時の取り組みについての
情報の確認等を行う。

4 子ども
・外国語の通訳の不足。
・多文化についての情報、知
識の少なさ。

・専門職で外国文化について学
ぶ企画をしてみる。
・重層的支援体制として、学校
での対応についてスクールソー
シャルワーカーとの連携できる
仕組みづくりをする。

・令和４年
度に向けて
検討を。



④ 相談員が対応に困ったケース

難病の方への支援について。

３　今後の取り組みについて

　

・令和４年
度に向けて
検討を。

【課題項目】
①地域移行・地域定着
②‐１虐待対応中のケース（個人情報非公開）
②‐２過去に虐待歴のあるケース
③‐１困難事例の抽出（既存のサービス・社会資源では解決できない）
③‐２困難事例の抽出（強度行動障害・医療的ケア・触法者等）
③‐３困難事例の抽出（多問題世帯・複数の関係機関が関わっている・虐待の疑いがある等）
④相談員が困ったケース
⑤差別解消法に関係する（差別の解消、合理的配慮を求めたいこと）

・地域課題として抽出されたものの中から、すぐに取り組むことができそうな課題、プロジェクトチーム等の立上げが必要な課題と割り振りをしながら、取り
組みを進めていく。

9 全般

・ケースとしての対応数が少
ないため、専門職としての情
報不足。
・保健所との連携。

・専門知識の習得に向けた研修
のご案内等。
・事例から学ぶ機会の場を設け
る。
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令和3年10月5日 

健 康 福 祉 部 

社 会 福 祉 課 

地域生活支援拠点について 

－評価方法の検討－ 

 

１ 拠点の整備とは 

 (1) 拠点の概要 

 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急

時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、

地域の実情に応じた整備を行うこと通じ、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供

体制を構築する。 

 ① 地域における生活の安心感を担保する機能 

  ⇒ 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用 

 ② 障害者等の地域での生活を支援 

⇒ 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活の場の移行を

しやすくする支援体制の整備 

 (2) 拠点整備により支援する対象者 

①一時避難的な居住の確保が早急に必要な方又は早急に確保する必要性が認められる方 

②現在支援機関からの支援を受けていない方又は現在支援を受けているものの現支援体制の

みでは支えていくことが困難な方 

 (3) 整備手法 

 既存の社会資源や制度を活用し、支援機関の間においてネットワークを構築することによ

る面的整備 

 なお、現時点で不足する機能等については、資源の確保等について継続して検討 

 (4) 拠点の機能 

機能 内容 

① 相談 緊急時に支援が必要となる方をあらかじめ把握し、対象者の特性に応じ

た支援に繋げるための相談支援 

② 緊急時の受

け入れ対応 

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急

病等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験機会・

場の提供 

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい

福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 
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④ 専門的人材

の確保・養成 

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した

障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、人

材の養成を行う機能 

⑤ 地域の体制

づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社

会資源の連携体制の構築等を行う機能 

 (5) 今後の動き 

 手帳をお持ちの方で、相談機関と繋がっていない方の把握、聴き取り調査を今年度から次年

度にかけて実施し、それをきっかけに必要なサポートを行っていく予定 

 

２ 拠点評価について 

 (1) 評価方法について      

  ア 1 月から 12 月までを評価対象期間とする。 

  イ 拠点の各機能について、評価の視点（別紙参照）に基づいて評価を実施する。 

   ① 自立支援協議会事務局会議で評価素案（n 年分）作成 n+1 年 1～2 月 

   ② 年度末の自立支援協議会本会議へ評価案を諮り、評価結果の決定 n+1 年 3 月 

   ③ ②の評価結果を受け、下記の対応を行う。 

    ◇ 速やかに改善を加えられるもの ⇒ 次期（n+1 年分）の評価へ速やかに反映 

    ◇ 修正に時間を要するもの ⇒ 改善方法・スケジュール等の検討 

     ④ ③の対応結果等は次期（n+1 年分）評価と併せ協議会に諮る。 

 (2) 評価表（資料３別紙） 

      



豊明市地域生活支援拠点　評価表（案）

　　評価の分類　A:適切な運用　　B：多少の改善点がみられる　　C:早期の着手、改善が必要

関係機関との連携

本人・家族等との関係性の
構築

常に（365日24h）相談に応じ
られる体制整備

個人情報等の取り扱い

関係機関との連携

本人・家族等との関係性の
構築

常に（365日24h）相談に応じ
られる体制整備

個人情報等の取り扱い

常に（365日24h）受け入れ
に対応できる体制整備

受け入れ時に必要な支援の
提供

個人情報等の取り扱い

常に（365日24h）受け入れ
に対応できる体制整備

受け入れ時の必要な支援の
提供

受け入れ後のフォロー

個人情報等の取り扱い

常に（365日24h）受け入れ
に対応できる体制整備

受け入れ時の必要な支援の
提供

受け入れ後のフォロー

個人情報等の取り扱い

常に（365日24h）受け入れ
に対応できる体制整備

受け入れ時の必要な支援の
提供

受け入れ後のフォロー

個人情報等の取り扱い

課題等

相談

緊急時の
受け入れ

評価の視点

行動障害等
の対応困難
者

医療的ケア
が必要な方

グループ
ホーム

短期入所施
設

相談支援事
業所による
相談支援
（障がい児）

相談支援事
業所による
相談支援
（障がい者）

項目機能 評価 理由
登録事業
所

基幹相談
支援セン
ターフィッ
ト

基幹相談
支援セン
ターフィッ
ト

障害者支
援施設ゆ
たか苑

-

-

-

1/2
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豊明市地域生活支援拠点　評価表（案）

　　評価の分類　A:適切な運用　　B：多少の改善点がみられる　　C:早期の着手、改善が必要

課題等評価の視点項目機能 評価 理由
登録事業
所

自立につながる支援

利用時のトラブル対応

本人・家族の意向を反映

自立につながる支援

利用時のトラブル対応

本人・家族の意向を反映

自立につながる支援

利用時のトラブル対応

本人・家族の意向を反映

地域のニーズに沿った内容

体系的な研修メニュー

拠点への貢献

地域のニーズに沿った内容

体系的な研修メニュー

拠点への貢献

地域課題、地域資源の把握

多機関による検討・評価

障がい者の権利擁護に向け
た取り組み（地域への啓発）

体験の機
会・
場の提供

専門的人
材の確
保・養成

地域の体
制づくり

生活介護事
業所

グループ
ホーム

短期入所施
設

資格取得が
できるような
研修の開催

人材育成・
人材確保の
ための研
修・企画

本事業にお
ける現状報
告や検討・
評価を行う
場

-

-

-

基幹相談
支援セン
ターフィッ
ト

障害者支
援施設ゆ
たか苑

-
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※関係箇所抜粋
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令和 3 年度事業所紹介動画 PT について 
 
１ 目 的   豊明市内の障がい福祉サービス事業所を市内外に向けて、事業所の活動

紹介等をわかりやすく紹介するために作成する。また、新型コロナウイルス
感染拡大のため、事業所から地域へのつながりづくりが難しい状況のため、
「あいさつからつながる地域づくり」を目的とする。 

 
２ 内 容    
（１）会議等の実施 
   第 1 回 PT 会議 
    ⽇    時 令和 3 年４⽉ 9 ⽇（⾦）１５時〜１６時 
    出  席  者 ４名 
    内    容 ①あいさつ動画 PT の立上げの経緯と目的について。 
           ②実施計画について。 
    
   第２回 PT 会議  
    ⽇    時 令和３年５⽉２９⽇（⾦）９時３０分〜１０時３０分 
    出  席  者 ３名 
    内    容 ①豊明市心身障がい児者福祉推進事業の補助事業の決定について 
           ②実施に向けての役割分担 
 
   第３回 PT 会議 
    ⽇    時 令和３年６⽉２５⽇（⾦）１５時３０分〜１６時３０分 
    出  席  者 ４名 
    内    容 ①名古屋芸術大学担当教員との打合せの実施。 
    
   第 4 回 PT 会議 
    ⽇    時 令和 3 年 9 ⽉１０⽇（⾦）１０時〜１１時 
    出  席  者 ２名 
    内    容 ①計画の変更について。 
 
３ 今後の取り組み 
（１）市内事業所への依頼 
    ⽇    時 令和３年９⽉中旬以降 
    方    法 メールにて 
    内    容 依頼文の送付をし、動画撮影の協力をする。 
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 実  施  者 特定⾮営利活動法⼈えんとかく 会⻑ 脇本泰志氏 
 

 （２）会議等の実施 
    随時、開催する。 
  
     



 

 資料６  

豊明市児童発達支援センターについて 

 
■令和４年４月「共生交流プラザ」（唐竹小学校跡地） 

北館１階に開設予定 
 
■実施内容  地域の発達支援における中核的な役割を果たす 
 １ 児童発達支援事業（未就学児の通所支援） 

令和３年度末に市立小規模通園施設「どんぐり学園」を閉園、移行。 
定員２５名 

 ２ おやこ通園クラス 

市委託事業（受給者証不要） 
親子で通所（週２回） 

 ３ 障がい児相談支援事業（相談支援事業委託・指定障害児相談支援） 

    発達に支援が必要な児童、その保護者に対する相談支援 
    ・発達相談 
    ・通所支援など福祉サービス利用についての相談 
    ・地域全体の発達支援の向上に関する取組 
 ４ 保育所等訪問支援事業 

    ・集団生活適応に向け、学校や保育所等に相談員が出向き支援。 
・就園、進学等、支援のステージが変わる際の円滑な移行をサポート。 

  



 

 
■運営方法 
 社会福祉法人等へ委託 
 （令和３年３月 優先交渉事業者として社会福祉法人豊明福祉会を選定。） 
 
■開設までのスケジュール 

時  期 内  容 
～平成３０年度 自立支援協議会 療育支援部会内での設置検討 
令和元年度 施設の全体設計のための打ち合わせ・調整 
～令和２年８月 市の関係機関内で事業内容の骨子作成のための打合 
令和２年度 施設の詳細設計のための打ち合わせ・調整 
令和２年１２月議会 事業委託予算の承認 
令和３年１月 事業者公募開始 （３法人応募・２法人辞退） 
令和３年３月８日 事業者審査会開催 

優先交渉事業者を社会福祉法人豊明福祉会に決定。 
令和３年４月～ 委託事業者との事業打合せ・準備開始 
令和３年６月～ 共生交流プラザ 工事開始 
令和３年７月～11 月 どんぐり学園利用者への説明・移行相談 
令和３年９月２９日 子ども部会「児童発達支援センター設立準備チーム会

議」開催（関係機関への事業実施説明） 
令和 3 年 

10 月 28・29 日 

利用検討者向け説明会の開催→利用相談（～12 月） 

令和４年１月 児童発達支援センター部分の竣工 
（県への事業指定申請） 

令和４年３月 子ども部会「児童発達支援センター設立準備チーム会

議」開催予定（関係機関との連携体制について協議） 
令和４年４月 共生交流プラザ 会館 

児童発達支援センター開所 
 


